
日本生体磁気学会会則施行細則  

  

第１条 本会会則第４条１項に定める学会大会の開催についてはこの規定による。 

 

第２条 本学会大会は原則として毎年１回開催する。 

 

第３条 本学会定期大会は「日本生体磁気学会大会」と称し「第＊回」を冠する。 

 

第４条 本会会則第３３条に定める理事会および評議員会は原則として、定期学会大

会会期中に開催する。 

 

第５条 本学会理事長は評議員会において、次期および次々期学会大会長と開催地を

報告する。 

 

第６条 学会大会長は学会大会の企画、準備および実施の一切を掌る。但し理事会に

おいてあらかじめ報告するものとする。 

 

第７条 学会大会開催に関する収支は独立会計とする。学会大会長は収支予算、また

は学会大会終了後の決算を理事会に報告するものとする。 

 

第８条 学会大会における一般講演発表者は、原則として筆頭講演者は本会会則第５

条に定める会員でなくてはならない。但し、学会大会長が特に認めた場合はこの限り

ではない。 

 

第９条 名誉会員および学会大会長が特に認めた者は参加費の納入を要しない。 

 

第１０条 学会大会の企画、準備の主な項目は次の通りとする。 

１．講演、演題および学術展示の募集（募集要項の作成、会員への通知） 

２．申し込み演題の採否の決定および通知 

３．シンポジウム、特別講演の企画、一般講演の座長依頼 

４．学会大会プログラムの作成とその配布 

５．学会大会論文集の出版とその販売 

６．その他（懇親会、見学会、展示など） 

 

第１１条 学会誌の作成にあたっては、以下の要領による。 



１．学会誌の目次および各論の標題、著者名、所属は、和文、英文の両方で表記する。 

２．論文には英文の付録を付け本文は和文もしくは英文とする。 

 

第１２条 展示に関しては会場斡旋を行なうが企画、準備および実施に関しては各維

持会員である法人および団体が行う。 

 

第１３条 本施行細則の変更は、理事会にて決定する。 

 

附則 

１．本細則は、平成２０年６月１２日より発効する。 

２．本細則は、令和５年８月２９日より運用する。 

 

以上 


